
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
七
号

展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
展
覧
会
の
主
催
者
が
展
覧
会
の
た
め
に
借
り
受
け
た
美
術
品
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
、

政
府
が
当
該
損
害
を
補
償
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
が
美
術
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
の
拡
大
に
資
す

る
展
覧
会
の
開
催
を
支
援
し
、
も
っ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
美
術
品
　
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
動
産
を
い
う
。

二
　
展
覧
会
　
美
術
品
を
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
た
め
の
催
し
で
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

を
い
う
。

イ
　
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
が
設
置
す
る
美
術
館

ロ
　
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
が
設
置
す
る
博
物
館

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
博
物
館
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設

（
補
償
契
約
）

第
三
条
　
政
府
は
、
展
覧
会
の
主
催
者
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
主
催
者
が
当
該
展
覧
会
の
た
め
に
借
り
受
け
た
美

術
品
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
政
府
が
そ
の
所
有
者
に
対
し
当
該
損
害
を
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
（
以

下
「
補
償
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
号
ハ
の
施
設
に

お
け
る
展
覧
会
の
開
催
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
前
段
の
展
覧
会
は
、
国
民
が
美
術
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
の
拡
大
に
資
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
規
模
、
内
容
そ
の
他
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
前
段
の
展
覧
会
の
主
催
者
は
、
当
該
展
覧
会
を
適
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基

礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
償
金
）

第
四
条
　
補
償
契
約
に
よ
る
政
府
の
補
償
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
当

該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
し
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
又
は
当
該
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
（
以
下
「
補
償
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
補
償
上
限
額
と
す
る
。
）
の
限
度
で
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
補
償
対
象
損
害

（
補
償
契
約
に
よ
る
補
償
の
対
象
と
な
る
損
害
と
し
て
補
償
契
約
で
定
め
る
損
害
を
い
い
、
補
償
契
約
の
相
手
方

で
あ
る
展
覧
会
の
主
催
者
が
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の

額
は
、
対
象
美
術
品
（
補
償
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
展
覧
会
の
主
催
者
が
当
該
展
覧
会
の
た
め
に
借
り
受
け
た
美

術
品
の
う
ち
、
補
償
契
約
に
よ
る
補
償
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
補
償
契
約
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
約
定
評
価
額
（
対
象
美
術
品
の
価
額
と
し
て
補
償
契
約
で
定
め
る
価
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
っ

て
算
定
す
る
。

一
　
当
該
補
償
契
約
に
係
る
対
象
美
術
品
に
つ
い
て
生
じ
た
補
償
対
象
損
害
（
地
震
に
よ
る
損
害
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
損
害
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
損
害
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
合
計
額
が

政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
　
そ
の
超
え
る
額

二
　
当
該
補
償
契
約
に
係
る
対
象
美
術
品
に
つ
い
て
生
じ
た
補
償
対
象
損
害
（
特
定
損
害
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
の
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
　
そ
の
超
え
る
額

２
　
補
償
対
象
損
害
の
額
の
合
計
額
に
関
す
る
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
多
様

な
展
覧
会
の
開
催
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
補
償
契
約
に
係
る
対
象
美
術
品
ご
と
の
補
償
金
の
額
の
算
定
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
。

（
補
償
契
約
の
締
結
の
限
度
）

第
五
条
　
政
府
は
、
一
会
計
年
度
内
に
締
結
す
る
補
償
契
約
に
係
る
約
定
評
価
額
総
額
（
一
の
補
償
契
約
に
係
る
対

象
美
術
品
の
約
定
評
価
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
補
償
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
補
償
上
限

額
）
を
い
う
。
）
の
合
計
額
が
会
計
年
度
ご
と
に
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
補
償
契
約

を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
対
象
美
術
品
の
取
扱
い
）

第
六
条
　
補
償
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
展
覧
会
の
主
催
者
は
、
対
象
美
術
品
の
展
示
、
運
搬
そ
の
他
の
取
扱
い
に
当

た
っ
て
は
、
そ
の
損
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
七
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
補
償
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
展
覧
会
の
主
催
者

に
対
し
、
当
該
展
覧
会
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
時
効
）

第
八
条
　
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
三
年
間
行
使
し
な
い
と
き

は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

（
残
存
物
代
位
）

第
九
条
　
政
府
は
、
対
象
美
術
品
の
全
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
補
償
金
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
当
該
補
償

金
の
額
の
約
定
評
価
額
に
対
す
る
割
合
に
応
じ
て
、
当
該
対
象
美
術
品
に
関
し
て
そ
の
所
有
者
が
有
す
る
所
有
権

そ
の
他
の
物
権
に
つ
い
て
当
然
に
当
該
所
有
者
に
代
位
す
る
。

（
請
求
権
代
位
）

第
十
条
　
政
府
は
、
補
償
金
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
限
度
と
し
て
、

補
償
対
象
損
害
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
対
象
美
術
品
の
所
有
者
が
取
得
す
る
債
権
（
第
二
号
に
お
い
て
「
所
有
者

取
得
債
権
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
当
然
に
当
該
所
有
者
に
代
位
す
る
。

一
　
政
府
が
支
払
っ
た
補
償
金
の
額

二
　
所
有
者
取
得
債
権
の
額

（
補
償
契
約
の
解
除
）

第
十
一
条
　
政
府
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
補
償
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
補
償
契
約
に
係
る
展
覧
会
が
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

二
　
当
該
補
償
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
展
覧
会
の
主
催
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ
　
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

ロ
　
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

ハ
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

ニ
　
当
該
補
償
契
約
の
条
項
に
違
反
し
た
と
き
。

（
業
務
の
管
掌
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
政
府
の
業
務
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
管
掌
す
る
。

２
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
補
償
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
化
審
議
会
の
意
見
を
聴

く
と
と
も
に
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
委
託
）

第
十
三
条
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
償
契
約
に
基
づ
く
業
務
の
一
部
を
保
険
業
法

（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
社
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国

損
害
保
険
会
社
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
償
契
約
の
締
結
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
必

要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
検
討
）
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２
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等

を
勘
案
し
、
国
民
が
美
術
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
の
一
層
の
拡
大
を
図
る
観
点
か
ら
、
補
償
契
約
に
よ
る
政
府
の
補

償
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
日
法
律
第
四
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
民
法
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
条
の
二
、
第
百
三
条
の
三
、
第

二
百
六
十
七
条
の
二
、
第
二
百
六
十
七
条
の
三
及
び
第
三
百
六
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
五
日
法
律
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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